
用語等解説（１）

●廃止措置

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第４３条の３の２第１項で、「原子炉を廃

止しようとするときは、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡（ゆずりわた）し、核燃料物

質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の主務省令で定める措置を講じなけ

ればならない」と定められており、これらの措置を「廃止措置」といいます。

●廃止措置計画

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第４３条の３の２第２項で、「原子炉設置

者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該廃止措置に

関する計画を定め、主務大臣の認可を受けなければならない」と定められており、この計画を「廃止措置

計画」といいます。

●廃止措置計画認可申請書

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第４３条の３の２第２項の「主務省令で定

めるところ」は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第１９条の６で、「廃止措置計画に

ついて認可を受けようとする者は、次の各号に揚げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した

申請書を経済産業大臣に提出しなければならない」と定められています。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 廃止措置の対象となる原子炉の名称

四 廃止措置対象施設及びその敷地

五 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

六 核燃料物質の管理及び譲渡し

七 核燃料物質による汚染の除去

八 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

九 廃止措置の工程

●原子炉領域、原子炉領域周辺設備

原子炉領域とは、原子炉容器および

原子炉容器を取り囲む放射線遮へい体

を含む領域のことをいいます。

原子炉領域周辺設備とは、原子炉領域

以外の設備をいい、タービン建屋内の

設備、原子炉建屋内の原子炉冷却系統

設備等のことをいいます。

●安全貯蔵期間

安全貯蔵期間とは、放射線業務従事者の被ばく低減のため、原子炉領域の放射能の減衰を待つ期間のこ

とです。

●系統除染

系統除染とは、配管や容器の内面に付着した放射性物質を除去することです。

●放射性物質の施設内外への漏えい・拡散防止対策

既存の建屋・構築物、換気設備、放射性廃棄物処理設備により、放射性物質の漏えいや拡散を防止しま

す。必要に応じて、汚染拡大防止囲いや局所フィルタ等を設置します。施設外への放射性物質の漏えい・

拡散防止対策が適切に行われていることを確認するため、原子炉施設からの放射性物質の放出管理に係る

放射線モニタリングおよび周辺環境に対する放射線モニタリングを行います。

●放射線業務従事者の被ばく低減対策

解体撤去工事の着手前に系統除染を実施します。放射能レベルの比較的高い原子炉領域は、安全貯蔵期

間の終了および解体撤去物処理設備の設置後に解体撤去します。遠隔操作装置や遮へい等の使用、放射性

粉じんの発生を抑制する工法の採用、汚染拡大防止囲いや局所フィルタ等の設置、マスク等の防護具等の

使用、作業目標線量の設定、作業中の線量当量率の監視等を図ります。

●解体撤去処理設備

解体撤去処理設備とは、解体工事に伴って発生した放射性固体廃棄物を、処分に適した形態にするため

の設備です。

●原子炉領域周辺設備解体撤去

原子炉領域周辺設備の解体撤去は、工具等を用いて分解・取外し、熱的切断装置もしくは機械的切断装

置で切断またはブレーカ等で破砕等することにより実施します。

●原子炉領域解体撤去

原子炉領域の設備・機器は、熱的切断装置または機械的切断装置で切断等して、取り出します。手順と

しては、炉心支持構造物等の撤去を行った後、原子炉容器、原子炉容器を取り囲む放射線遮へい体等比較

的大規模な解体撤去工事を行います。
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用語等解説（２）

●建屋等解体撤去

汚染設備の撤去後、建屋に残っている汚染をはつり装置によるはつり等の方法で除去します。施設内の

汚染を除去した後、汚染状況を確認した上で管理区域を順次解除します。管理区域を解除した後、解体の

対象とする施設を大型ブレーカ等の重機を用いて解体撤去します。廃止措置対象施設解体撤去後の跡地は、

浜岡原子力発電所の周辺監視区域として継続管理します。

●冷温臨界試験

冷温臨界試験とは、炉心設計のプログラムによる解析が適切であることを確認するため、原子炉を短時

間局所に臨界状態にする試験のことで、原子炉起動に向けた準備の一環で行ったものです。

●放射性廃棄物（気体、液体および固体）

放射性気体廃棄物は、解体工事準備期間中は換気系からの排ガスであり、原子炉領域周辺設備解体撤去

期間以降は放射性粉じん等の粒子状放射性物質です。放射性液体廃棄物は、解体工事準備期間中は系統除

染廃液等であり、原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降は汚染の除去工事に伴い発生する廃液等です。

放射性固体廃棄物は、解体工事準備期間中は系統除染に伴い発生する使用済樹脂を固化したもの等であ

り、原子炉領域周辺設備解体撤去期間以降は解体撤去およびはつり等による汚染の除去により発生する

不燃性雑固体廃棄物等です。

●廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量（合計値、円グラフ）

●廃止措置の工程

放射性固体廃棄物
約７，４００トン

放射性物質として扱う
必要のないものおよび
放射性廃棄物でない廃棄物
約２０３，９００トン

放射性固体廃棄物
約９，２００トン

放射性物質として扱う
必要のないものおよび
放射性廃棄物でない廃棄物
約２６２，９００トン

（注）除染を考慮した数値です。汚染状況の調査等により数値は変わることがあります。
端数処理のため合計値が一致しないことがあります。

１号機 ２号機

発生量合計
約２１１，２００トン

発生量合計
約２７２，１００トン


